
※上記に当てはまらない場合や、詳細を確認したい方は、こども課までご相談ください。

令和７年度 物価高対応子育て応援手当 支給対象確認フローチャート

支給対象外
【申請が必要です】
ホームページ又は窓口にある申請書を提出してください。公務員の場合はホームページ又は窓口にある申
請書又は所属先から配布された申請書に所属先から証明を受けたうえで申請してください。

対象児童（令和8年3月31日までに出生した高校
生以下のこども）を養育していますか？

令和7年9月分の児童手当を受給しましたか？
令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生
したこどもがいますか？

【こども課までお問い合わせください】
離婚成立・離婚前提で配偶者と別居している場合やDV被害により避
難している場合は令和7年9月分の受給者ではなくても、手当の支給を
受けることができる場合があります。

【申請が必要です】
出生したこどもの分は
紫波町の支給対象では
ありません。
令和7年9月30日時点の
こどもの分については
ホームページ又は窓口
にある申請書又は所属
先から配布された申請
書に所属先から証明を
受けたうえで申請して
ください。

どこから受給しましたか？

令和7年10月1日か
ら令和8年3月31日
までに出生したこど
もがいますか？

児童手当受給者の方
が令和7年9月30日
時点で紫波町に住民
登録されています
か？

令和7年10月1日か
ら令和8年3月31日
までに出生したこど
もがいますか？

令和7年10月1日か
ら令和8年3月31日
までに出生したこど
もがいますか？

出生したこどもにつ
いて、初めての児童
手当（出生の翌月
分）は紫波町に申請
手続きしましたか？

【紫波町からの支給対
象ではありません】
出生したこどもについ
ては、出生時点で児童
手当受給者が住民登録
されている市区町村、
それ以外のこどもの分
については令和7年9月
30日時点で児童手当受
給者が住民登録されて
いる市区町村の支給対
象です。

【申請が必要です】
ホームページ又は窓
口にある申請書を提
出してください。

令和7年10月1日か
ら令和8年3月31日
までに出生したこど
もがいますか？

出生時点で児童手当
受給者が紫波町に住
民登録がされていま
すか？

出生時点で児童手当
受給者が紫波町に住
民登録がされていま
すか？

【申請は不要です】
現在児童手当を振り
込んでいる口座に2
月上旬に振り込みま
す。

【申請が必要です】
ホームページ又は窓
口にある申請書を提
出してください。

【紫波町からの支給対
象ではありません】
出生したこどもについ
ては、出生時点で児童
手当受給者が住民登録
されている市区町村、
それ以外のこどもの分
については令和7年9月
30日時点で児童手当受
給者が住民登録されて
いる市区町村の支給対
象です。

【申請が必要です】
ホームページ又は窓
口にある申請書又は
所属先から配布され
た申請書に所属先か
ら証明を受けたうえ
で申請してくださ
い。

【申請が必要です】
ホームページ又は窓
口にある申請書又は
所属先から配布され
た申請書に所属先か
ら証明を受けたうえ
で申請してくださ
い。
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